
令和５年分

令和５年分の確定申告の際には、今回通知した予定納税額の合計欄の金額を

確定申告書に忘れずに記載して申告してください。

詳しくは、２ページをご確認ください。 
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令和５年分 の合計欄の金額
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令和５年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書（一般用）
●予定納税について

●予定納税額の納付について

予 定 納 税 基 準 額 の 計 算 の 基 礎

あなたの令和５年分の予定納税基準額及び予定納税額
（第１期分・第２期分）を右のとおり通知します。

予定納税とは、前年分の確定申告書に記載された申告
納税額（又は下の⑰の金額）が15万円以上であった方
が、法令の規定上、令和５年分の税額の一部をあらかじ
め納付しなければならないという制度です。予定納税額
は、来年の確定申告の際に計算した税額から差し引くこ
とにより精算します。

振替納税をご利用の方

※期限に遅れるとそれぞれの期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。

※予定納税基準額が、前年分の申告納税額と異なる場合は次により計算しています。

振替納税をご利用でない方

【引落日】
第１期分:令和５年７月31日
第２期分:令和５年11月30日

【納付期間】
第１期分:令和５年７月１日
　　　　　～ 同年７月31日
第２期分:令和５年11月１日
　　　　　～ 同年11月30日

上記振替納税利用金融機関の預貯金口座から左記
引落日に引き落とされます。

同封の納付書で左記納付期間に金融機関又は所轄
の税務署の窓口で納付してください。土・日・祝日は、
金融機関及び税務署の窓口では納付できませんの
で、ご注意ください。
※第２期分の納付書は後日送付します。

令 和 ５ 年 ６ 月 15 日

第　１　期　分 円

第　２　期　分

　合　　　計

　確定申告の際に、予定納税額の合計欄の金額を確定
申告書の「予定納税額」欄に記載します。

予定納税基準額
円

令 和 4

令 和 4

令和4

来年の確定申告の際には、必ず予定納税額（合計欄の

金額）を記載し、差し引いて計算してください。

詳しくは、同封の『令和５年分　予定納税について』をご覧ください。
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60,600
60,600

121,200

181,800

予定納税額の合計欄の金
額を確定申告書の「予定
納税額」欄に記載します。

確定申告書への記載例

※確定申告書のイメージです。
　実際の様式と異なる場合があります。



令和５年

あらかじ

４年

令和

あらかじ

　予定納税額は、予定納税基準額の３分の１の金額を、第１期分及び第２期

分として２回納付することになります。

　特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の２分の１

の金額を、第２期分として１回のみ納付することとされています。



令和５年７月31日

令和５年11 ３０

令和５年

令和５年 11 ３０

　　土・日・祝日等は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんの

で、ご注意ください。

　なお、転居等により所轄税務署が変わった方で、①所得税及び復興特別所得税

の確定申告書第一表の「振替継続希望」欄に○を記入して提出している場合、

又は②異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税

地の異動又は変更に関する届出書」又は「所得税・消費税の納税地の異動又は

変更に関する申出書」を提出している場合は、新たに振替納税の手続は不要です。

７ 31

　　　　　　　　振替依頼書は、オンライン（e-Tax）により提出するこ

とが可能（金融機関届出印や電子証明書は不要です。）です。書面でご提出

の場合は、国税庁ホームページからダウンロード又は税務署窓口に備付け

の振替依頼書に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出し

てください。詳しくは、国税庁ホームページの「申告所得税

及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税（個人事業主）

の 振 替 納 税 手 続 に よ る 納 付 」
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令和６年

令和５年 １

令和６年 １

２ １令和６年

延滞税

延滞税

延滞税

（注）

（注）１

２

　　　　　　　　振替依頼書は、オンライン（e-Tax）により提出するこ

とが可能（金融機関届出印や電子証明書は不要です。）です。書面でご提出

の場合は、国税庁ホームページからダウンロード又は税務署窓口に備付け

の振替依頼書に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出し

てください。詳しくは、国税庁ホームページの「申告所得税

及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税（個人事業主）

の振替納税手続による納付」（https://www.nta.go.jp/

taxes/nozei/nofu/24100020.htm）をご覧ください。

2.4
8.7

2.4

９ ８

左記のサイトは

上のコードからも

ご覧になれます。

左記のサイトは

上のコードからも

ご覧になれます。

令和５年８月１日から同年９月30日まで

令和５年10月１日から同年12月31日まで

※　納付に当たっては、電子納税やインターネットを利用した

クレジットカード納付を利用することもできます。詳しくは、

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/

　nozei/index.htm）をご覧ください。



令和５年

６／15
（木）

７／１
（土） （水） （水）

７／18
（火） （金）

７／31
（月） （木）

11／15 11／30

　配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひ

とり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が

増加した場合
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令和５年

令和５年
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水

火

30

3110

15
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「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の７月（11月）減

額申請書」（以下「減額申請書」といいます。）を作成の上、以

下の提出期限までに税務署へ提出してください（減額申請書

は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes

/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm）

からダウンロードできます。）。

※　令和５年分から、予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税

務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方につい

ては、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができるようになり

ました。

詳しくは、別添のリーフレットをご覧ください。

左記のサイトは

上のコードからも

ご覧になれます。
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1,069,000

1,070,000

1,072,000

1,074,000

80,000

440,000

1,100,000

＋

440,000 4,209,600
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34

～10,000,000円 ～20,000,000円 20,000,001円～

～1,299,999円 A－600,000円 A－500,000円 A－400,000円

1,300,000円
～4,099,999円

A×0.75－275,000円 A×0.75－175,000円 A×0.75－75,000円

4,100,000円
～7,699,999円

A×0.85－685,000円 A×0.85－585,000円 A×0.85－485,000円

7,700,000円
～9,999,999円

A×0.95－1,455,000円 A×0.95－1,355,000円 A×0.95－1,255,000円

10,000,000円～ A－1,955,000円 A－1,855,000円 A－1,755,000円

～3,299,999円 A－1,100,000円 A－1,000,000円 A－900,000円

3,300,000円
～4,099,999円

A×0.75－275,000円 A×0.75－175,000円 A×0.75－75,000円

4,100,000円
～7,699,999円

A×0.85－685,000円 A×0.85－585,000円 A×0.85－485,000円

7,700,000円
～9,999,999円

A×0.95－1,455,000円 A×0.95－1,355,000円 A×0.95－1,255,000円

10,000,000円～ A－1,955,000円 A－1,855,000円 A－1,755,000円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
A　公的年金等の
収入金額の合計額

年齢区分

昭
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三
十
四
年
一
月
二
日
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れ

た

方
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一
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前

に

生

ま

れ

た

方



左記のサイトは

上のコードからも

ご覧になれます。



確定申告書等作成コーナー

国税庁 法人番号

さぁ 作成コーナー

裏面もご確認ください

自動計算

自動入力

自宅 か ら

画面の案内に沿って入力するだけで作成・送信♪

マイナポータル連携でデータをまとめて入力♪

確定申告はご自宅で！スマホで申告できます♪

自宅で

から

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画でチェック

確定申告 動画

こちらからアクセス！

医療費控除

スマホ申告 マイナンバーカード方式

還付金

税務署への持参

「自宅からの 」５つのメリット！
印刷・郵送代

確定申告期間の利用可能時間

添付書類

※一部の書類は除きます

３週間程度で還付！

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

※メンテナンス時間
を除きます



予定納税額等の通知書が

で受け取れます！
※予定納税額の減額申請に係る通知書を含みます。

税務署からの次の通知等についても電子受取が可能です。
① 住宅借入金等特別控除証明書
② 更正の請求に係る通知書
（更正通知書、更正すべき理由がない旨の通知書）

③ 加算税の賦課決定通知書
詳しくは、 ホームページ（

）をご覧ください。

ホームページ
はこちら

手続も簡単♪是非ご利用ください！

申告書等を作成する際に
「 による通知」を希望
※e による提出のみ 予定納税額等の通知書が、

の「通知書等一覧」
に格納されます

スマホやパソコンから予定納税額等
を確認することができます♪

２

３

１


